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はじめに 
 

国・地方を通じた厳しい財政状況にあり、今後、更なる少子高齢化の進展が見込まれる中、国では「小

さくて効率的な政府」の実現に向けて積極的な行政改革を推進するとともに、地方に対しては「地方公

共団体における行政改革の推進のための新たな指針」において、すべての自治体が「集中改革プラン」

を策定・公表することを求め、平成１７年度から５年間、行政改革に集中的に取り組むこととしていま

す。 

 

一方、本市では、このような国からの指示の有無に関わらず、従来から行財政改革に取り組んでおり、

特に、平成１６年３月には「行財政改革推進計画」を策定し、平成１６年度から２０年度まで５年間の

行財政改革のプログラムを推進しているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「熊本市行財政改革推進計画」の概要】 
・平成１６年度を起点とする５年間の行財政改革の取り組みを、６４の実施プログラムに具体

的に記載。 

・経費効果額を１３８億円と試算し、ほぼ同額を「まちづくり戦略計画」に掲げる新規事業に

投入しつつ、中期的な財政収支の均衡を確保。 

・併せて、各種財政指標（公債費比率等）の改善など「財政健全化」を実現。 

 

この中で、具体的には、業務の民間委託や指定管理者制度の導入などを進めつつ、職員定数や給与等

の適正化を図り、効果的・効率的な行政体制の整備に取り組んでいます。また、公営企業において経営

健全化を推進しているほか、外郭団体についても、民間等との競争環境の激化に対応するため「外郭団

体経営改革計画」を策定し、経営改革を進めることとしています。 

さらには、「行財政改革推進計画」に掲げる財政収支について、国の「三位一体改革」の進展や九州新

幹線全線開業の前倒しなど大幅な減収や支出増が想定されたため、事務事業等の更なる厳しい精査によ

り収支不足の解消を図る「熊本市財政の中期見通し」を、このほど取りまとめたところです。 

 

  今回の「熊本市集中改革プラン」では、このような、本市における行財政改革に向けた様々な取り組

みを基本としつつ、職員の定員管理計画や給与等について一層の厳しい見直しを行い、その内容を市民

の皆様にわかりやすく、また、他都市との比較もできるよう、国が示した項目に合わせて簡潔に再編・

記載する形で策定したものです。 

今後も、一層厳しさを増す財政状況の中、この「集中改革プラン」に掲げる取り組みを不断に実行し、

効率的な行財政運営に努めるとともに、限られた財源を「新しい熊本づくり」に向けた重点施策に効果

的に投入していきます。 
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第１章 「集中改革プラン」実施計画 

 

＜集中改革プランとは＞ 
  「集中改革プラン」とは、国の「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」（平成１

７年３月総務省通知）において、すべての自治体に一律の条件（項目や計画期間など）のもと策定・公

表することが求められた、各自治体の行政改革の取り組みをわかりやすく明示した計画です。 

具体的には、行政改革に係る以下の６項目について、それぞれの取り組みを記載することが必須とな

っているほか、公営企業についても同様の内容で計画を示すことが求められています。 

   ①事務事業の再編・整理等 

   ②民間委託等の推進 

   ③定員管理の適正化 

   ④給与の適正化 

   ⑤第三セクターの見直し 

   ⑥経費節減等の財政効果額 

 

＜本市の対応＞ 
今回の「集中改革プラン」は、「行財政改革推進計画」を始めとする、現在の本市の行財政改革の取

り組みを基本としつつ、国が示した項目に合わせて簡潔に再編・整理（一部項目順や名称は変更）する

形で策定しました。 

また、公営企業について、本市の取り組みとしての一覧性を確保するため、本プランの一項目として

包括的に記載しています。 

 

＜計画期間＞ 
  「集中改革プラン」の計画期間は、国の方針に合わせ、平成１７年度から平成２１年度までの５年間

とします。 

また、社会経済情勢や地方交付税の一層の削減をはじめとする地方財政を取り巻く環境の変化等を踏

まえ、このプランに掲げる取り組みについては、計画期間中であっても必要に応じて見直すものとしま

す。 
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平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

「集中改革プラン」と「行財政改革推進計画」等の関係について

（今回、特に取り組みを強化した項目）

行財政改革推進計画（平成１６年３月策定）
（平成１５年度の予算・制度を前提とした行財政改革の取り組み）

集中改革プラン（平成１８年４月策定）
（平成１６年度の予算・制度を前提とした行財政改革の取り組み）

民間委託等の推進

給与等の見直し

中期定員管理計画の推進

公営企業の経営改革

外郭団体の経営改革

　　　 事務事業の再編・整理
　       事務事業のスクラップ
　　　　  経常的な事務経費の縮減
           補助金の見直し

財政の中期見通し（平成１８年４月策定）
（平成１７年度の予算・制度を前提とした財政健全化の取り組み）

市民協働の積極的な推進

市民サービスの改革推進

組織風土・機構の改革推進

公営企業・外郭団体の改革推進

財政健全化の推進
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１ 中期定員管理計画の推進 

 

 

 

 

 

【基本的方向性】 
●職員体制の合理化を進め、５年間で職員数を４．６％以上（２９３人）削減します

（平成１７年度：６，２４９人→平成２２年度：５，９５６人）。 

  

（注）職員数の算定時期については、国の方針に合わせ、すべて４月１日現在としています。 

 

 

【具体的取り組み】 

○現在の「中期定員管理計画」（平成１５年度を起点に５年間で３．３％の職員削減）を見直し、平成

１７年度６，２４９人の職員数を、５年間で市長事務部局等２１７人（４．６％）、企業７６人（４．

９％）の２９３人（４．６％）を削減し、平成２２年度には５，９５６人体制とします。 
○目標の２９３人削減を実現するため、①事務事業・組織体制の見直し（▲１１２人）、②民間委託等

の推進（▲１６０人）、③外郭団体派遣職員の引き上げ（▲２１人）を進めます。 
 
 
【中期定員管理計画】 

＜総括表＞ 

   

17.4.1
17→22
年度

22.4.1 削減率

4,700 ▲ 217 4,483 4.6%

水道局、交通局、市民病院、
下水道、食肉センター

1,549 ▲ 76 1,473 4.9%

6,249 ▲ 293 5,956 4.6%

市長事務部局等（行政委員会含む）

区　　分

合　　計

職員数

企業

 
 

＜年度ごとの推移（見込）＞ 

   

6,249 － －

6,234 ▲ 15 ▲ 15

6,193 ▲ 41 ▲ 56

6,124 ▲ 69 ▲ 125

6,040 ▲ 84 ▲ 209

5,956 ▲ 84 ▲ 293H22.4

H17.4

H19.4

H20.4

H21.4

H17.4基準
削減累計

H18.4

単年度
差引

職員数
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＜年度別・項目別内訳（見込）＞ 
   

）これらの数値は、目標である「５年間で２９３人の削減」を実現するために、現段階で想定される退職者数等を

 

H17→18 H18→19 H19→20 H20→21 H21→22

▲ 68 ▲ 5 ▲ 30 ▲ 46 ▲ 65 ▲ 71 ▲ 217

事務事業・組織体制の見直し ▲ 28 6 ▲ 15 ▲ 12 ▲ 24 ▲ 13 ▲ 58

民間委託等の推進 ▲ 33 ▲ 6 ▲ 10 ▲ 25 ▲ 41 ▲ 58 ▲ 140

外郭団体派遣職員の引き上げ ▲ 7 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 9 0 0 ▲ 19

水道局 ▲ 8 ▲ 3 ▲ 2 ▲ 4 ▲ 6 ▲ 2 ▲ 17

事務事業・組織体制の見直し ▲ 8 ▲ 3 ▲ 2 ▲ 4 ▲ 6 ▲ 2 ▲ 17

民間委託等の推進 0 0 0 0 0 0 0

交通局 ▲ 7 ▲ 7 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 6 5 ▲ 20

事務事業・組織体制の見直し ▲ 7 ▲ 7 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 6 5 ▲ 20

民間委託等の推進 0 0 0 0 0 0 0

市民病院 9 0 0 ▲ 13 ▲ 1 ▲ 15 ▲ 29

事務事業・組織体制の見直し 9 0 0 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 15 ▲ 17

民間委託等の推進 0 0 0 ▲ 12 0 0 ▲ 12

下水道 2 0 ▲ 3 0 ▲ 6 0 ▲ 9

事務事業・組織体制の見直し 2 1 ▲ 1 1 0 0 1

民間委託等の推進 0 0 ▲ 2 0 ▲ 6 0 ▲ 8

外郭団体派遣職員の引き上げ 0 ▲ 1 0 ▲ 1 0 0 ▲ 2

食肉センター ▲ 1 0 0 0 0 ▲ 1 ▲ 1

事務事業・組織体制の見直し ▲ 1 0 0 0 0 ▲ 1 ▲ 1

▲ 73 ▲ 15 ▲ 41 ▲ 69 ▲ 84 ▲ 84 ▲ 293

事務事業・組織体制の見直し ▲ 33 ▲ 3 ▲ 24 ▲ 22 ▲ 37 ▲ 26 ▲ 112

民間委託等の推進 ▲ 33 ▲ 6 ▲ 12 ▲ 37 ▲ 47 ▲ 58 ▲ 160

外郭団体の派遣職員引き上げ ▲ 7 ▲ 6 ▲ 5 ▲ 10 0 0 ▲ 21

区分 H16→17
集中改革プラン計画期間中 H17→22

合計

市長事務部局・行政委員会

企
業

合　　計

 （注

ベースに見込んだもの。今後の退職者数の変化などにより毎年度修正。 

 

 
【参考】過去５年間の職員数の推移 

 平成１６年度：６，３２２人 （▲４．４％）  
平成１１年度：６，６１２人 →
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２ 事務事業の再編・整理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的方向性】 
●「まちづくり戦略計画」に掲げる成果指標の目標達成に向け、事務事業の徹底した

選択と集中の考え方のもと、限られた財源を市政の重点分野に効果的に投入します。

●特に、行政評価制度による費用対効果の検証を十分に行いながら、「最少の経費で最

大の効果」を挙げるために真に必要な事務事業を峻別します。 

 

【具体的取り組み】 

（１）行政評価制度の充実 

○平成１４年度より取り組んでいる「事業評価」について、平成１７年度より、評価結果を予算編成作

業により活用できるよう、評価項目をはじめ、制度の全般的な見直しを行いました。 

○また、「まちづくり戦略計画」に掲げるまちづくりの重点分野（①環境、②子ども、③元気なまち）

をはじめ、４５の施策について「施策評価」（成果指標の業績測定）を行いながら、２０年度目標値

の達成に向け、効果的・効率的な事業の推進に努めています。 

 ○今後も、行政評価制度のさらなる充実を図り、Ｐ（計画）Ｄ（実施）Ｃ（評価）Ａ（改善）のマネジ

メントサイクルに基づき、「最少の経費で最大の効果」を挙げるために真に必要な事務事業を峻別し

てまいります。 

 

（２）主な取り組み  

①経常的な事務経費の削減 

○これまでも、毎年度シーリングをかけ局ごとに枠配分を行う方法で削減を行っていましたが、平成

１８年度より削減率を大幅に引き上げており、今後も引き続き削減に努めます。 

・平成１７年度：削減率２％、２３５百万円を削減 

・平成１８年度：削減率１０％、９２７百万円を削減 

 

②事務事業のスクラップ 

○不要不急の事務事業については、これまでも廃止・見直しを行ってきましたが、今後も行政評価と

予算編成作業との更なる連携を図り、一層の見直しを進めます。 

○特に、平成１８年度予算は、政策的経費について対前年度比１０％削減の要求シーリングを実施す

るなど、経費の削減に努めています。 

・平成１７年度：敬老祝賀事業、酒類製造事業など３８事業を廃止・見直し、２４４百万円を削減 

・平成１８年度：交通事業貸付金、職員被服貸与経費など３５事業の廃止・見直しをはじめ、総額

で８８１百万円を削減 
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③補助金の見直し 

○平成１６～１８年度の３年間で「１５年度比１０％削減」の目標を掲げ、達成しています。 

・１３１項目において見直し、２３百万円（１５年度比１４．１％減）を削減 

○今後、さらに、要綱等の整備により交付手続の明確化を図るとともに、「補助金見直し方針・基準」

を策定し、補助の必要性、事業効果、金額の妥当性等について全庁統一的な基準で精査を行います。 

  

④電算システム経費の見直し 

○平成１８年度に情報システム最適化の検討を行うとともに、既存システムについて以下の見直しを

行い経費節減を図ります。 

・住基、印鑑用バックアップシステムの安価なサーバー機への変更 

   ・庁内ネットワークファイルサーバの機種見直し 

 

（３）組織体制の見直し 

○組織体制の見直しにはこれまでも取り組んでおり、平成１８年度も１部７課を削減しますが、今後も、

効率的な執行体制を確立するため、さらなる統廃合を進めます。 

  ＜組織数＞ 

 局 部 課 

平成17年度 15 48 173 

平成18年度 15 47 166 

 

 

（４）外部の意見を取り入れる仕組みについて  

○「事業評価」の結果については、「決算状況報告書」（地方自治法に基づく主要な施策の成果を説明す

る書類）として、議会の決算認定に際し、資料として提出しています。 

○また、「事業評価」及び「施策評価」の結果及びこれを踏まえた次年度の施策の展開方針について、

市ホームページで公表しています。 

 ○市政の重要施策や方針の決定について、素案の段階から市民の意見を聴取する「パブリックコメント

制度」を導入しています。 
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３ 民間委託等の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的方向性】 
●「民間でできることは民間で」を基本に、 

①サービス提供における公平・公正性など、行政責任が確保されること 

②良質なサービスとコスト削減が図られること 

③民間事業者による適正な競争原理が確保される市場があること 

 などの観点から十分な検討を行い、可能なものについては積極的に民間委託を進め

ます。 

●既に、指定管理者制度の導入や家庭ごみ収集の一部委託などを行っていますが、

今後も、現況の検証を十分に行いながら、さらなる民間委託化を進めます。 

 

【具体的取り組み】 

（１）指定管理者制度の導入 

○公の施設の管理運営者を民間企業も含めて広く選択する「指定管理者制度」について、３４６施設（平

成１７年度８施設、平成１８年度３３８施設）に導入します。このうち４施設は、これまで市が直営

管理していたものを新たに外部化するものです。 

・平成１７年度：くまもと工芸会館、流通情報会館 

・平成１８年度：熊本市駐輪場、水前寺野球場・競技場 

○今後、さらに、夢もやい館、みかんの里振興センターなどの施設への新たな導入を検討します。 
○平成２１年度以降は、地域密着型及び小規模施設を除き、原則として公募により管理者を選定するこ

ととしています。 
 
（２）公の施設の見直し（廃止・民間譲渡等） 

○公立保育園２カ園を民間福祉法人に譲渡し、運営を民営化します（寺原保育園：平成１９年度、水前

寺保育園：平成２０年度の予定）。 

○（社福）熊本市社会福祉事業団が管理受託する福祉施設のうち、国が定めるルールに基づき適正な運

営を行う財源があり、既に民間では同種の施設が運営されているものについて、今後、公設施設を廃

止し、「民営化」を検討します。 

 

（３）ＰＦＩ手法の導入 

 ○平成２０年度に開設予定の（仮称）総合保健福祉センターの整備について、ＰＦＩ手法を導入します。 

 

（４）その他の業務の民間委託 

○清掃関係業務の一部委託を進めます。 

・家庭ごみ収集業務の一部（平成１７年度より１０％、２０年度までに２０％程度）民間委託 

・２環境工場及び扇田環境センター（埋立処分場）業務の一部民間委託 
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○学校給食調理業務の民間委託（モデル事業）を２共同調理場で平成１７年度より開始しています。な

お、モデル事業は２年間行い、評価委員会による検証のもと、１９年度以降の取り扱いを決定します。 

○今後は、以下の民間委託、その他の業務についても委託化の検討を行います。 

・動植物園遊具部門 

・浄化センター（下水処理場）夜間運転業務 

 ・本庁舎及び熊本城の守衛（警備）業務の一部 

・内部管理部門（給与・旅費計算等）に関する業務 

 

 
 ＜公の施設の管理状況＞ 

 

一部委託 全部委託 民間譲渡 廃止 内容

16年度末 30 30 22 8
17年度末 30 30 22 8
21年度末 30 21 21 9
16年度末 9 9 5 4
17年度末 9 6 4 2 3
21年度末 8 3 3 5 1 河内観光物産センター廃止

16年度末 885 885 765 120
17年度末 885 885 765 120
21年度末 884 764 764 120 1 上通休日専用駐車場廃止

16年度末 102 102 57 45
17年度末 107 102 57 45 5 1 勤労婦人センター廃止

21年度末 110 56 56 54
16年度末 186 186 26 160
17年度末 185 185 26 159 1 長寿の里歯科診療所廃止

21年度末 183 23 23 160 2 ２保育園民間譲渡

16年度末 1,212 1,212 875 337 0 0 0
17年度末 1,216 1,208 874 334 8 0 2
21年度末 1,215 867 867 0 348 2 4

指定管理計
直営

合　　計

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟｰﾂ
施設

産業振興施設

基盤施設

文教施設

医療・社会福祉施設
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４ 給与等の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的方向性】 
●職員の能力・業績の適正な評価に基づいた給与制度構築のため、給与構造の見直し

に取り組みます。 

●各種手当の支給に関しては、制度本来の趣旨との整合性や国・民間との均衡を踏ま

えて見直しに取り組みます。 

 

【具体的取り組み】 

（１）高齢者対策（55歳以上昇給抑制）の導入 

 ○昨年の人事院勧告では、民間の実態を踏まえ、５５歳以上の昇給に関して昇給を抑制するよう勧告が

なされました。本市では、その趣旨を踏まえ、平成１８年度から抑制措置を導入します。 

 

（２）退職時特別昇給制度・退職手当支給率の見直し 

○定年退職者の給与を退職日に引き上げ、退職金をかさ上げするとして批判が大きかった退職時特別昇

給制度は、平成１７年４月１日をもって廃止しました。 

○また、退職手当の支給率についても、国家公務員支給率の見直しに伴い率の引き下げを実施したこと

によって、現在、国家公務員と同率の支給率となっています。 

 

（３）最高・枠外昇給制度の廃止 

 ○昨年の人事院並びに熊本市人事委員会勧告において、給料月額の決定方法について、給料表に定めら

れた額を超える額へ決定できる制度についての廃止が勧告されました。本市では、その趣旨を踏まえ、

平成１８年度からこの制度を廃止します。 

 

（４）特殊勤務手当の見直し 

 ○特殊勤務手当については、平成１８年度から９種類の手当について廃止、４種類の手当については支

給額を引き下げることとしました。また、支給方法を月額支給から日額支給に改めたもの、さらには

支給対象業務を限定するなど支給基準も見直しました。今後も引き続き検討を行っていきます。 

・廃止したもの 

海上作業手当など９手当 

・支給額を減額したもの 

火葬作業従事手当など４手当 

・月額支給から日額支給に改めたもの 

市税等事務従事手当など４手当 

・支給対象業務を限定したもの 

浄化槽検査手当など３手当 
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（５）通勤手当の見直し 

 ○実費支給の観点から、平成１７年１０月よりＪＲ通勤者に対し、１ヶ月定期額での支給から６ヶ月定

期額での支給へ支給方法を改めました。今後は本市交通体系の整備状況や国・他都市の状況に留意し

ながら、引き続き適正化に取り組みます。 

 

（６）給料表や昇給・昇格制度のあり方について 

○昨年の熊本市人事委員会勧告に基づき、平成１８年度から給料表の水準を平均４．８％引き下げるこ

ととします。 

○技能労務職を含め職種に応じた給料表の新設について検討します。 

○昇給・昇格制度については、級別職務分類表のあり方も含め、職員の能力・業績の適正な評価に基づ

いた、勤務実績がより一層反映する制度を検討します。 

 

（７）職員の福利厚生の見直し 

○健康保険組合負担金及び職員厚生会助成金について、適正な負担割合のあり方について検討し、事業

主（市）負担を引き下げます。 

○健康保険組合については、保険料率を71/1000から66/1000に改定するとともに、平成１９年度以降

1/1000ずつ職員負担割合を増やし、平成２１年度には事業主：職員＝１：１とします。 

 ＜負担割合の推移（見込）＞                 

 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

事業主負担 42/1000 36/1000 35/1000 34/1000 33/1000

職員負担 29/1000 30/1000 31/1000 32/1000 33/1000

                

○職員厚生会については、平成１８年度より事業主の負担を6/1000から4.5/1000へ引き下げます。 

 

（８）給与・定員管理等の公表状況 

○給与等の公表については、これまでも市政だより及び市ホームページで実施してきたところです。 

○平成１８年度からは、国における「地方公共団体給与情報システム」の稼動に合わせた公表を行いま

す。 

 

【参考】これまで（平成１１～１６年度）の主な取り組み 
・平成１３年度：初任給１号引き下げ 

        管理職手当をライン職、スタッフ職に分割し、スタッフ職を引き下げ 

・平成１５年度：５５歳昇給停止措置の導入 

・平成１６年度：退職手当支給率の引き下げ 
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５ 公営企業の経営改革 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的方向性】 
●公営企業として、公共性と経済性を両立させながら、経営の健全化を進めます。 

●職員体制の合理化を進め、５事業合わせて職員数を７６人（４．９％）削減します

（平成１７年度１，５４９人→平成２２年度１，４７３人）。 

（注）職員数は「１中期定員管理計画の推進」に掲げる２９３人削減（４月１日比較）の内数です。 

 

 

（１）水道事業 

 ○節水型社会の到来など経営環境が厳しさを増す中、水道事業の使命である「安全で良質な水道水を

安定的に供給する」を将来にわたって全うするため、経営の健全化に努めます。  

【具体的取り組み】 

○平成１８年度より、水の科学館の管理運営を指定管理者（民間企業）に委ねることとしています。 

○給与等の見直しや公表は市長事務部局に準じて行います（４「給与等の見直し」参照）が、加えて、

特殊勤務手当の見直しを行います。 

○将来の上水道・下水道の組織のあり方について調査研究を進めます。 
○事務事業・組織体制の見直しなどにより、職員１７人（４．８％）を削減します（１７年度３５４

人→２２年度３３７人）。 
○計画期間中（平成１７～２１年度）で５０６百万円の経費効果を見込んでいます。 

詳細は、平成１８年度に策定する「経営計画」に盛り込むこととしています。  

 

 

【参考】これまで（平成１１～１６年度）の主な取り組み 
・平成１４年度より、時間外窓口業務の民間委託を実施 

・平成１６年１０月より、コンビニエンスストア等での料金収納を実施 
・平成１７年度より、市役所水道料金収納所業務の民間委託を実施 
・職員数：平成１１年度３８１人→平成１６年度３６２人（▲５．０％） 

 ・経費効果額：６３６百万円 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
（２）交通事業 

○交通手段の多様化等により経営環境が厳しさを増す中、交通事業の使命である「安全で快適な輸送

サービスの提供」はもちろん、環境問題や交通渋滞緩和、福祉対策などについても行政と連携しつ

つ、本市の重要な都市機能の一つとしての役割を果たすため、一層の自立性の強化と経営の健全化

に努めます。 

- 12 - 



【具体的取り組み】 

○平成１６年度から行っている民間へのバス路線の移譲を、今後も行っていきます（平成１７年４

月：池田大窪線など３路線を移譲、平成１８年度中：楠城西線など４路線の移譲協議を実施）。 

○バスの路線やダイヤを見直し、効率的なバス運行に努めます。 

○企画乗車券の販売、資産の有効活用（用地の売却）、市電の運賃体系の見直し（１５０円均一運賃

の試行）、カラー広告バスの導入など、収益増加への取り組みを進めています。 

○給与等の見直しや公表は市長事務部局に準じて行います（４「給与等の見直し」参照）が、加えて、

特に業務手当について平成１８年度から廃止します。また、引き続き、夏期休暇の廃止の継続を含

め、休暇制度の見直しを行っていきます。 

○運転士の嘱託化などにより、職員２０人（５．２％）を削減します（１７年度３８０人→２２年度

３６０人）。 
○計画期間中（平成１７～２１年度）で１，３４０百万円の経費効果を見込んでいます。 

詳細は、平成１８年度に策定する「経営改善計画」に盛り込むこととしています。  

 

 

【参考】これまで（平成１１～１６年度）の主な取り組み 
・平成１６年６月より、バス１路線（川尻市道線）を民間へ移譲 

・新規広告媒体の開拓として、平成１１年度よりカラー広告電車を導入 
・オリジナル商品として、平成１１年度よりキティカード（プリペイドカード）の発売開始 
・定期昇給の凍結、ベアの繰延、夏期休暇の廃止など給与等の見直しを実施 
・職員数：平成１１年度４６２人→平成１６年度３８７人（▲１６．２％） 
・経費効果額：１，８１３百万円

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
（３）病院事業 

○自治体病院として経済性と公共性のバランスを踏まえ、①周産期母子医療、②がん医療、③生活習

慣病医療、④救急医療の４項目を柱に、医療機能の充実と経営の効率化に努めます。 

○現行約１５億円の累積欠損金を概ね５億円まで削減することを目標とします。 

【具体的取り組み】 

○平成１８年度より診療科目を見直し、併せて病棟の再編を行います。 

○病床利用率９５％の確保、平均在院日数の１４日への短縮、紹介率５０％への向上など、収益増加

の取り組みを進めます。 

○給食調理業務の一部民間委託、その他の業務の民間委託の可能性も検討します。 

○給与等の見直しや公表は市と同様です（４「給与等の見直し」参照）。 

○業務の民間委託等により、職員２９人（４．７％）を削減（１７年度６１３人→２２年度５８４人）

します。 
○計画期間中（平成１７～２１年度）で７３０百万円の経費効果を見込んでいます。 

詳細は、平成１７年１２月に策定した「経営改善計画」に盛り込んでいます。  
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【参考】これまで（平成１１～１６年度）の主な取り組み 
・急性期病院（入院）加算、入院基本料１の取得など上位の施設基準の取得等 

・平成１３年９月より夜間・休日の施設業務を外部委託 

・職員数：平成１１年度６０４人→平成１６年度６０４人（±０％） 
・経費効果額：９６０百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 
（４）下水道事業 

  ○安全で快適な生活環境の確保、環境保全に配慮した取り組み、広報広聴の充実を図るとともに、経

営の健全化の実現を図ります。 

【具体的取り組み】 

○一般会計との負担区分を明確にするとともに、職員の意識改革や計画的な施設の維持管理を行うた

め、平成１８年度より地方公営企業法の財務規定を適用します。 

○将来の上下水道の組織統合を視野に入れた検討を行います。 
○収益増加を図るため、下水道使用料を平均１８．５４％値上げしています（平成１７年１１月施行）。 

○平成１８年度より、「管理」「計画」「建設」「４浄化センター」の７課体制を「総務」「建設」「維持」

の３課体制とし、組織の簡素化を図ります。 

○浄化センター（下水処理場）夜間運転業務などの民間委託を検討します。 

○給与等の見直しや公表は市と同様です（４「給与等の見直し」参照）。 

○業務の民間委託などにより、職員９人（４．９％）を削減（１７年度１８９人→２２年度１８０人）

します。 
○計画期間中（平成１７～２１年度）で２，３３６百万円の経費効果を見込んでいます（料金改定分

は含まず）。 

詳細は、平成１７年８月に策定した「中・長期経営計画」に盛り込んでいます。  

 

 

【参考】これまで（平成１１～１６年度）の主な取り組み 
・平成１３年４月に使用料を改定（毎年度平均約２０億円増収） 
・西部浄化センター（平成１４年３月供用）の包括的民間委託を実施（年間１４百万円減） 

 ・浄化センター維持管理費（燃料及び薬品代）の縮減（最終年度で５０百万円減） 
・職員数：平成１１年度１８２人→平成１６年度１８７人（＋２．７％） 
・経費効果額：１９２百万円（料金改定分は含まず） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（５）と蓄事業（食肉センター） 

○あり方について検討中であり、現段階では方向性を示すまでには至っていません。 
【具体的取り組み】 

○給与等の見直しや公表は市と同様です（４「給与等の見直し」参照）。 
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○組織体制の効率化により職員１人（７．７％）を削減（１７年度１３人→２２年度１２人）します。 

○計画期間中（平成１７～２１年度）で４８百万円の経費効果を見込んでいます。 

現在、庁内検討会を設置し、今後のあり方について検討中です。  

 

 

【参考】これまで（平成１１～１６年度）の主な取り組み 
・職員数：平成１１年度１５人→平成１６年度１４人（▲６，７％） 
・経費効果額：８百万円 

 

 

 

 

 

 

 

（※）国の方針では、「公営企業」の範囲を「公営企業決算統計対象事業」（地方公営企業法の適用外も含む）としています。

本市では、「水道事業」「交通事業」「病院事業」「下水道事業」「と畜事業（食肉センター）」の５事業のほか、「駐車場事

業（地下駐車場）」「電気事業（環境工場売電）」「宅地造成事業（食品工業団地）」も含まれますが、これらは、専任職員

はおらず（指定管理者に委託または市長部局職員が他業務と兼務しながら実施）、決算のみを公営企業として経理してい

ることから、企業としての実態はないものと判断し、「公営企業」としては扱わないものとします。 
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６ 外郭団体の経営改革 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的方向性】 
●外郭団体に関する市の関与を可能な限り縮小し、団体が自らの意思に基づき、自主

的・自律的な経営ができるような体制を確保します。 

●特に、公の施設の管理運営を主な業務とする団体においては、指定管理者の公募制

に対応できる競争力を確保します。 

 
 【具体的取り組み】 

（１）団体の統合・廃止等 

○（社福）熊本市社会福祉事業団と（財）熊本市福祉公社ヒューマンライフを平成１７年度に統合（福

祉公社を廃止し、社会福祉事業団が事業継承）しました。今後は、統合効果がさらに発揮されるよ

う組織の見直しを行うとともに、現在受託施設の「民営化」の可能性や手法等について検討します。 

○（財）熊本市住宅協会は、平成２０年度末で廃止する方向で検討します。 

 

（２）市の関与の見直し 

○市の団体への派遣職員数（平成１７年度３１人）は、平成２０年度までに２１人以上削減し、１０

名以内とします。特に、指定管理者となる団体については、１９年度末までに全員を引き上げます。 

○市ＯＢの常勤役員数の削減を図るとともに、平成１８年度より採用方法の見直しを行います。 

○市の財政支出（委託料、補助金）について厳しい精査を行うとともに、公の施設の利用料金制度な

ど団体の自主財源涵養に資する取り組みを導入します。 

 

（３）職員給与の見直し 

  ○市職員に準拠した給与体系など、現行の給与制度全般について、個々の団体において総点検を行い

ます。 

 

（４）点検評価の仕組みの整備 

  ○各団体の「経営目標・経営計画」を踏まえ、「成果の把握」⇒「課題の検証、改善方策の推進」の、

Ｐ（計画）Ｄ（実施）Ｃ（評価）Ａ（改善）のサイクルを回しながら、団体・市所管課が共同で自

律的に取り組みの進行管理を行っていくことを基本とします。 

 

（５）情報公開の充実 

○地方自治法の規定に基づく経営状況の議会への報告の様式について、わかりやすく見直すことはも

とより、ホームページを活用した市民への情報提供に取り組みます。 

 

詳細は、平成１８年３月策定の「外郭団体経営改革計画」に盛り込んでいます。  
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第２章 経費効果額 

第１章「実施計画」に掲げた取り組みを進めた結果として、歳入・歳出両面にわたって効果額を算定し

たところ、５年間で合計３０６億円（うち一般会計２５６億円、特別・企業会計５０億円）の経費効果を

見込んでいます。 

 

１ 一般会計 経費効果額２５６億円 

  

（単位：百万円）

H17 H18 H19 H20 H21 合計

196 121 121 121 121 680

603 137 250 250 250 1,490

799 258 371 371 371 2,170

401 371 412 572 886 2,642

483 2,297 2,429 2,429 2,429 10,067

41 608 664 699 729 2,741

0 2,173 2,042 1,978 1,875 8,068

(110) (142) (122) (161) (306) (841)

(58) (77) (97) (134) (134) (500)

925 5,449 5,547 5,678 5,919 23,518

1,724 5,707 5,918 6,049 6,290 25,688

小　　計

事務事業の整理・再編

給与等の見直し

（民間委託等の推進）

下水道繰出金の減

項　　目
歳
入
増

税の徴収対策

未利用地の売払

合　　計

（外郭団体の見直し）

小　　計

歳
出
減

中期定員管理計画の推進

 

※１ 景気の動向等による税収（調定額や徴収率）の増や人事委員会勧告に基づく給与改定（削減）額は算定せず 

※２「民間委託等の推進」及び「外郭団体の見直し」の効果額は人件費減によるものであり、「中期定員管理計画の推進」の内数 
 

２ 特別・企業会計  経費効果額５０億円 

 

（単位：百万円）
H17 H18 H19 H20 H21 合計

水道事業 36 92 104 123 151 506
交通事業 102 225 294 344 375 1,340
病院事業 36 139 150 196 209 730
下水道事業 125 296 475 632 808 2,336
食肉センター 8 10 10 10 10 4

1 20 22 23 25 9
308 782 1,055 1,328 1,578 5,051

区分

合　　計
その他の特別会計

企
業

8
1

 
 

【参考】これまでの行財政改革の経費効果額 
①行政改革大綱（平成８～１１年度）：４９．１億円（４ヵ年） 

②行政改革大綱改訂版（平成１２～１５年度）：５２．８億円（４ヵ年） 

③行財政改革推進計画（平成１６～２０年度）：１９．６億円（平成１６年度実績） 
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